
令和 3年 6月 4日 

担当：菊川 

 

各種奨学金の募集について 
 

下記のとおり各種奨学金の募集を行います。希望者がある場合には担任または担当者までご連絡ください。なお、校内締切にご注意ください。 

 
名称 金額 応募資格 

返済義務 

の有無 
校内締切 備考 

6 

日

本

学

生

支

援

機

構 

『第二種奨学金（海

外）』（利息あり） 

2万円～12万円/月 
※1 万円単位の金額から選択で

きます。 

(1)海外の大学へ進学を希望している人で、2022年 3月に高等学校等（本科）を卒業予定の人 

(2)外国籍の人は、次の 1)～3)のいずれかに該当する人 

 1)法定特別永住者(※1) 

 2)在留資格(※2)が「永住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者」である人 

 3)在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人 

(※1)法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法」（平成 3年法律第 71号）に定める法廷特別永住者を指します。 

(※2）在留資格は「出入国管理及び難民認定法」（昭和 26年政令第 319号）の定めによります。 

(3)学力基準は、次のいずれかに該当する人 

 1)国内の学校での第一学年から申込時までの学習成績が、当該学校において平均水準以上で 

あること。 

 2)特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められること。 

 3)海外の大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められるこ

と。 

(4)家計基準は、生計維持者の年収（給与収入の場合）・所得金額（給与以外の収入の場合）等から特

別控除額等を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された基準額以下であること。 

 1)収入・所得の上限額の目安 

世帯人数 
給与所得者の世帯 

(年間の収入金額) 

給与所得者以外の世帯 

(年間の所得金額) 

2人世帯 1,036万円以下 628万円以下 

3人世帯 1,009万円以下 601万円以下 

4人世帯 1,100万円以下 692万円以下 

5人世帯 1,300万円以下 892万円以下 

(5)海外大学予約採用の貸与対象校は、次の 1)～7)のとおりです。 

 1)大学(学位取得を目的としない場合は対象外) 

 2)短期大学(短期大学のみで留学を終える予定の場合は対象外) 

 3)ファンデーションコース(語学コース(ESL等)を受講する場合は対象外) 

 4)TAFE(オーストラリア) 

 5)IBT(オーストラリア) 

 6)海外大学の日本校 

 7)海外短期大学の日本校 

有(貸与) 
7 月 3 日

(金) 

○対象： 

3･4年次進

学希望者 

『入学時特別増額貸与

奨学金』 

（利息あり） 

10万円～50万円/一時金 
※10 万円単位の金額から選択

できます。 

 

※校内締切とは、希望者の申し出期限です。申し出を確認したのち具体的な書類作成に入ります。 

※詳細については、担当者までご相談ください。 


